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史跡中里貝塚デジタルコンテンツ等の構築および運用支援業務委託 

プロポーザル実施説明書（公募要項） 
 

１ 業務の概要  

(1) 件  名  

史跡中里貝塚デジタルコンテンツ等の構築および運用支援業務委託  
(2) 業務目的 

   地中に眠る巨大貝塚「中里貝塚」を、高精細ＣＧ等によって復元した映

像等で可視化することで、史跡の本質的価値や魅力をわかりやすく伝え、

史跡と本史跡を育んだ北区への興味関心の喚起、また郷土愛の醸成を図

る。そして史跡を活かしたまちづくりおよび、史跡の将来への確実な継

承につなげる。  
(3) 業務内容 

①映像番組およびコンテンツの素材となる高精細ＣＧ等の作成 
②デジタルコンテンツの制作 
③公開サイトの制作  

      ※詳細は、別紙１「概要書」のとおり  
(4) 履行期限  

  令和９年３月３１日（水）  
(5) 業務実施上の条件  

   他の特別区、市区町村または都道府県、国（独立行政法人を含む）にお

いて、同等のデジタルコンテンツ構築業務の受託経験を有すること。  
(6) 成果品  

・制作物のデジタルデータ一式 ２部 

・業務報告書 ２部  
(7) 予定価格（上限価格） 

  ￥２９，５４４，０７５円（税込）  
  最低制限価格については、設置しない。 

 

２ プロポーザル参加者に要求される資格   
本デジタルコンテンツ等の制作目的を達成するため、デジタルコンテンツに精

通し、構築業務に関する知識および経験を有する者。ただし次のいずれかに該

当する場合は、応募できないものとする。   
 (1)地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定により、国、他の地方公共

団体及び区の一般競争入札の参加を制限されている。 

 (2)役員等に、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、またはそ

の執行を受けることがなくなるまでの者が含まれている。 

 (3)会社更生法、民事再生法等に基づき更生または再生手続きをしている。 

１ 



                      

 (4)応募書類提出時点で、東京都北区の一般競争入札の参加停止または指名競

争入札の指名停止等の措置を受けている。 

 (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２項に掲げる

暴力団、またはその構成員、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から

５年を経過しない者の統制下にあり、事実上の運営に影響が及んでいる（暴

力団の利益となる活動を行うことを含む）。 

 (6)最近３年間の法人税、法人住民税（市町村民税法人分）、法人事業税、消

費税及び地方消費税などを滞納している。 

 (7)本プロポーザルの他応募者（会社）と、主たる役員が重複している。 
 
なお、応募者が契約締結までの間に、上記に規定する応募者資格を有しなく

なった場合、または提出された書類の記載事項が虚偽であることが判明した

場合は、その時点で失格とする。 
    
３ 提案書等の審査方法及び審査基準 

(1)第一次審査 

  提出書類による審査 

  提出された書類による審査を行う。 

 ※審査基準は「別紙２-（１）」のとおり 
 
(2)第二次審査 

  プレゼンテーションによる審査 

  多数の参加希望があった場合には、第一次審査で選定された業者（上位３

社程度）に対して行う。 

※審査基準は「別紙２-（２）」のとおり 
 
４ 参加表明について  

(1)提出書類 

  参加表明書（様式１） 
 
（2)提出期限 

  令和８年６月２６日（金）午後５時（必着） 
 
（3)参加表明書の提出方法  

郵送または持参にて提出 

   ［郵送の場合］ 

   「７ 担当及び問い合わせ（書類等提出）先」宛 

  ［持参の場合］ 

   提 出 先：北区飛鳥山博物館 

受付時間：午前１０時から午後５時 

   ※「７ 担当及び問い合わせ（書類等提出）先」に、事前に電話連絡のう

え持参すること。 
 
(4)参加表明の取り消し 

  参加表明（参加表明書の提出）以降に、本プロポーザル参加を辞退する

場合は、以下の方法により参加表明辞退届（様式２）を提出すること。    
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  ①提出期限  
令和８年７月７日（火）午後５時（必着） 

  ②提出方法・提出先 
   上記４（3）と同じ 
 

５ プロポール実施にあたっての質問及び回答  
(1) 質問受付期間 

  令和８年６月１６日（火）から令和８年６月１８日（木）午後５時（必 

着）まで 

(2) 質問受付方法 

  質問は、以下の事項を踏まえ、メールで送信すること。 
  送信先）：「７ 担当及び問い合わせ（書類等提出）先」に記載のメール 

アドレス 
  件 名）：「【会社名】史跡中里貝塚プロポーザル質問」 
  本 文）： 指定なし 
  添 付）：「質問書」（様式３） 
(3) 回答日 

令和８年６月１９日（金） 

(4) 回答方法 

  ①メールにより、質問の送信元アドレスへ「質問回答書」にて回答する。 

  ②質問票を送付後に、追加で質問を行う場合は、送付済みの質問票に追記

し、受付期間内に再送すること。 

③公平を期するため、質問票提出事業者及び質問の有無にかかわらず、

回答期限までに参加表明書類を提出した全応募者宛てに送信する。な

お質問をした応募者は、６月１９日（金）午後４時を過ぎても回答が

届かない場合は、電話により問い合わせを行うこと。 

 

６ 提案書等の作成様式等  
 (1) 提出する書類 

    ①応募者の概要（様式４） 

    ②受託実績（様式５） 

    ③企画提案書（様式６）    

④見積書（様式７） 

※別紙４様式一覧参照 
 

(2) 提案書等の作成様式及び記載上の留意事項 

   ①別紙１「概要書」及び別紙３「企画提案書作成要領」により作成する

こと。 

     ②企画提案書については、提案書正本表紙の会社名以外に、応募者が推

測できるような記載（会社のロゴマーク等を含む）を行わないこと。 
 

(3) 提案書等受付期間 

令和８年６月２３日（火）から令和８年７月７日（火）午後５時（必着）

まで  
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(4) 提案書等の提出方法 

郵送または持参にて提出 

［郵送の場合］ 

   「７ 担当及び問い合わせ（書類等提出）先」宛 

  ［持参の場合］ 

提 出 先：北区飛鳥山博物館 

受付時間：午前１０時から午後５時  
   ※「７ 担当及び問い合わせ（書類等提出）先」に、事前に電話連絡のう

え持参すること。ただし、6月29日（月）～7月3日（金）は、館内消

毒作業による臨時休館のため、持参による提出は不可とする。 

 

７ 担当及び問い合わせ（書類等提出）先 

〒114-0002 北区王子１-１-３ 北区飛鳥山博物館 

 受付時間： 午前１０時～午後５時 

電   話：［月曜日］03-3916-1815（直通） 

［月曜日以外］03-3916-1133（直通） 

     担  当： 安武・鈴木 

E - mail： hakubutsukan@city.kita.lg.jp  
※6月29日（月）～7月3日（金）は、館内消毒作業による臨時休館のた

め、電話・メールともに問い合わせは不可とする。 

 

８ 審査結果の通知 

(1) 第一次審査 

第一次審査の結果は、提案書の提出者すべてに書面により通知する。また

第二次審査対象者に対しては、第二次審査に関する詳細を併せて通知する。 

(2) 第二次審査 

第二次審査の結果は、審査委員会で決定した契約交渉順位第１位および第

２位の提案書の提案者に対して、決定した日から10日以内に、書面により

通知する。また契約交渉順位第２位までに入らなかった者に対しては、決

定した日から10日以内に、提案書の審査結果について書面により通知する。 

 

９ 募集から随意契約交渉順位決定までのスケジュール 

公募要項の公表期間 
令和 ８年 ６月１３日（土）から 

令和 ８年 ７月 ７日（火）まで 

質問の受付期間 
令和 ８年 ６月１６日（火）から 

令和 ８年 ６月１８日（木）まで 

質問の回答 令和 ８年 ６月１９日（金） 

参加表明書の受付期間 
令和 ８年 ６月１３日（土）から 

令和 ８年 ６月２６日（金）まで 

 提案書等の受付期間 
 令和 ８年 ６月２３日（火）から 

 令和 ８年 ７月 ７日（火）まで 

第一次審査（書類審査）  令和 ８年 ７月１４日（火） 
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１０ その他の留意事項 
 
(1) 無効となる参加表明書類または応募書類  

  参加表明書類または応募書類が次の条件のいずれかに該当する場合には、

無効となることがある。なお無効となったときは、その時点でプロポーザル

の参加者を失格とする。 

   ①提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの。 

   ②指定する様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。 

   ③虚偽の内容が記載されているもの。 

   ④審査結果に影響を与える工作等、不正な行為が行われたもの。  
(2) 提出等に伴う費用 

  参加表明書類及び応募書類の作成並びに提出に伴う費用はすべて応募者

の負担とする。  
(3) 提出期限以降における参加表明書類及び応募書類等の差し替え並びに再

提出は認めない。ただし担当部署の指示による差し替え及び再提出はこの限

りではない。  
(4) 提出された書類は、選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成す

ることがある。  
(5) 提出された参加表明書類及び応募書類等は返却しない。  
(6) プロポーザル審査の過程については公表しない。また審査結果についての

異議申し立ては認めない。  
(7) 北区が提供する資料は、応募に関わる検討以外の目的での使用を禁ずる。  
(8) 応募者は本書及び付随資料等により知り得た情報については、第三者に開

示してはならない。  
(9) 応募者の書類は、公表等に必要な場合、北区が無償で使用できるものとす

る。また委託契約締結後は、公正性、透明性および客観性を期するため、公

表することがある。決定事業者の提案内容について情報公開請求があった場

合は、東京都北区情報公開条例に基づき公開する。  
(10) この要項に定めるもののほか、必要な事項については審査委員会が別に

定める。 

第一次審査結果の通知（予定） 令和 ８年 ７月１６日（木） 

第二次審査（プレゼンテーション 

審査） 
 令和 ８年 ７月２８日（火） 

委託事業者内示・ 

第二次審査結果の通知（予定） 
 令和 ８年 ７月２９日（水） 

委託開始  令和 ８年 ８月上旬 
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